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　次のすべての要件を満たす市内の個人または事業者（予定を含む）。
事業者は太陽光発電システムおよび定置型蓄電池の補助のみ。

① 補助は令和９年３月末日までに実績報告書を、貸し付けは令和９年
２月末日までに設置完了報告書を提出できる

②市税を滞納していない
③ 同一世帯内に同一機器に対する補助・貸し付けを受けた人がいない、
または同一事業所内で同一機器に対する補助を受けたことがない

④暴力団員などでない
⑤ おひさまソーラーネット帯広※１に入会申
し込みができる（太陽光発電システムのみ、
事業者は不要）

⑥ 取扱金融機関が指定する保証機関の定める
保証対象要件を満たしている（貸し付けの
み）
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　温室効果ガス排出量の削減につながる新エネルギー機器の導入を促
進するため、導入時の費用補助と資金の貸し付けを行っています（表
１・２）。
　いずれも先着順のため、希望者は早めに申し込みください。

　住宅のリフォームや解体に係る費用などを補助する制度を紹介しま
す。なお、利用する場合は、工事着工前・支払前に申請が必要です。
対象者や申請に必要な書類など、詳細は問い合わせるか、市ホームペ
ージを確認してください。

問い合わせ   環境課（市庁舎６階、☎65・4135）

問い合わせ   建築開発課（市庁舎６階、☎65・4179）

表１　新エネルギー導入促進補助金

表２　太陽光発電システム導入資金貸し付け（補助金と併せて申請可能）

補助対象設備 対象者 補助率 上限額 募集件数

太陽光発電システム
4.00kW以下

個人
または
事業者

対象経費の１/10 ５万円 予算（総額
1540万円）に
達するまで4.01 ～ 9.99kW （発電出力－4kW）×1万円+５万円 10万9千円

定置型蓄電池
対象経費の１/10

10万円 150件

Ｖ２Ｈ充放電設備

個人

６万円 ５件

木質ペレットストーブ 対象経費の１/２ 10万円 10件

CO2冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）（※２）

対象経費の１/10

３万円 計160件

潜熱回収型
ガス給湯暖房機
（エコジョーズ）

併設無し（※２）

ガスエンジンコージェネ
レーションシステム併設

11万円 計20件
家庭用燃料電池

（エネファーム）併設

貸付対象設備 対象者 利子 貸付上限 保証料 募集件数

太陽光発電システム 個人 無利子 170万円 自己負担 ７件

補助　　　令和９年１月29日㈮
貸し付け　令和８年12月28日㈪

申請書と必要書類を環境課へ。業者による代行も可能。

　申請書や手続きのポイントをまとめた「申請ガイド」を環境課窓口
で配布しているほか、市ホームページにも掲載しています。事前に確
認の上、申し込みください。

※１ 家庭からの二酸化炭素排出削減効果を取りまとめ、クレジット化・売却し、
売却益を帯広市の環境保全事業に活用するために設置した団体。
※２ エコキュート・エコジョーズのみ設置する場合は、非省エネ型からの入れ
替えが対象。
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耐震性の低い木造住宅の解体に係る費用を補助します。
※図面がない場合も利用可能

住宅の性能が向上する10万円以上の改修に係る費用を補助します。
身体障害者手帳１・２級または要介護（要支援）認定者の身体状況
に合わせた改修に係る費用を補助します。

　この他にも「空き家の解体」や「木造住宅の耐震化」などに
関する補助制度があります。詳しくは、市ホー
ムページを確認するか問い合わせください。

ิ  ॿ  ֹ  ５万円
ืू݅਺  ①150件、②10件、③220件
ਃ੥ݶظ  令和９年１月29日㈮、
　　　　  または申請額が予算額に達するまで

ิ  ॿ  ֹ  最大10万円　(補助率23％)
ืू݅਺  ９件
ਃ੥９  ݶظ月30日㈬、または申請額が予算額に達するまで

ิ  ॿ  ֹ  最大30万円（補助率80％）
ืू݅਺  20件
ਃ੥ݶظ  申請額が予算額に達するまで

・一戸建て住宅、併用住宅
・昭和56年５月31日以前に着工された
　木造住宅（在来軸組工法）
・耐震性が低い（上部構造評点が0.7未満）と判定された住宅　など

現在の身体状況に応じて、住まいの障壁を取り除くための工事
（手すり設置、段差解消、浴室改修など）

住まいの改修助成金 あんしん住宅改修補助金

旧耐震住宅除却補助金

対象者
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工事内容

工事内容

対象住宅

申請期限

申請方法

問＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ＦＡＸ　 ＝Ｅメール　HP＝ホームページ

リフォーム
リフォーム

解　体

ᶃ଱޲ੑٱ上や௕ण໋Խのためのࣄ޻
（外壁・屋根の塗装、屋根のふき替え　など）

ᶄϢχόーαϧσβΠンԽのためのࣄ޻ʢ6% Խʣ
（手すり設置、段差解消、浴室改修　など）

ᶅলΤωϧΪーԽのためのࣄ޻
（建物全体の断熱改修、節水型トイレ、高断熱浴槽　など）




